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選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書 
 
１９９６年２月２６日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が選択的夫婦

別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから２２年が経過しました。最高

裁判所は２０１５年１２月１６日、「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とす

る初判断を示した上で、その後の検討を国会に委ねましたが、議論が進まない

まま今日に至ります。 
内閣府は２０１８年２月１３日、「家族の法制に関する世論調査」で夫婦別姓

制度導入の賛成が４２.５％に達し、反対の２９.３％を上回るという結果を公表

しました。このような社会の気運を鑑み、国において制度導入に向けた議論が

進められるべきです。 
改姓によりそれまで築き上げてきたキャリアに分断が生じる人や、姓の折り

合いがつけられず結婚そのものを諦める人など、社会的な不利益・不都合をこ

うむる人が一定数いることは事実です。多様化する社会において、適切な法的

選択肢を用意することは、国の責務であると考えます。 
よって中野区議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度を法制化す

ることを求めます。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 
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